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駒井 日出雄

住吉区担当

池田 道夫

東淀川区担当

德田 善功

鶴見区、城東区、
旭区担当

外山 久

西淀川区、淀川区担当

南野 利博

鶴見区、城東区、

旭区担当

牧田 滋

生野区担当

辻江 博三

平野区担当

濵田 孝

住吉区、住之江区、
阿倍野区、西成区担当

木下 康久

平野区担当

大野 憲男

東住吉区担当

灰野 悦次

平野区担当

桝井 賢治

東住吉区 担当

辻 信一

まちづくり担当

髙尾 勝

平野区担当

髙浦 裕司

農業技術担当

城下 靖宏

平野区担当

大西 敏夫

農業経営担当

長谷 裕司

平野区担当

平成30年4月、大阪市農業専門委員が就任しました！
任期は平成32年（2020年）３月末までの２年間です。地域の実情に

精通する農業者15名、農業経営や農業技術等に関する有識者3名の18名
が市内農業の発展に向けて取り組んでまいります。よろしくお願いいた
します。

-ご紹介-

大阪市農業専門委員
が就任しました
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「大阪市なにわの伝統野菜情報交換会」
を開催しました

活発な意見交換が
行われています！

「大阪市なにわの伝統野菜」情報交換会の様子

平成30年7月10日に「大阪市なにわの伝統野菜情報交換会」を開催しました。
生産者や加工・販売等の事業者、なにわの伝統野菜の普及に取り組む方々、合計
１５名の皆様にご参加いただき、活発な情報交換が行われました。
大阪市では、今後もこのような情報交換の場を通じ、なにわの伝統野菜をはじ

めとした市内産農産物の普及促進・販路開拓等の施策を進めてまいります。皆様
のご協力をお願いします。

「大阪市都市農業振興セミナー」

今年も開催します
平成30年7月23日のキックオフセミナーを皮切りに、今年も延べ7日間のセミ

ナーを開催します。
昨年度参加者の方から、「参考になった」と大変ご好評いただき、今回も、様々

なメニューをご用意しております。今後の農業経営の参考に、お気軽にご参加くだ
さい。詳細は、下記ホームページをご参照ください。
お申し込みは、下記ホームページまたは必要事項（氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話

番号、メールアドレスもしくはFAX番号、参加する講座）を記載の上、FAX（06-6226-7998）で
ご連絡ください。

大阪府と共同認証しています。

http://chura-cube.com/farm/
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大阪市都市農業振興基本計画を策定しました

国では、平成27年４月に都市農業の安定的な継続を図るとともに、多様な機能
の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とした
「都市農業振興基本法」（以下「基本法」という。）が制定されました。
基本法第10条において、国の基本計画を基本として当該地方公共団体における

都市農業の振興に関する計画を定めるよう努めなければならないとされているこ
とから、大阪市では、市内全域で営まれる農業を都市農業と定義し、基本法の目
的を踏まえたうえで、「大阪市都市農業振興基本計画（以下「基本計画」とい
う。）」を策定しました。
基本計画は、本市農業施策を推進するための最上位となるものであり、2019

年度から2028年度までの10年間を計画期間とし、農業施策を推進して参ります。

＜公共関係功労者・農林水産＞
大阪市住道土地改良区理事長

桝井 勇 氏
（東住吉区）

平成30年度

「憲法記念日 大阪府知事表彰」を受賞されました

農地パトロールを実施しました

大阪市では、農地法第30条に基づき、遊休農
地の実態把握や違反転用の発生防止のため、農
地の利用状況を調査する「農地パトロール」を、
市内全ての農地を対象に毎年実施しています。
今年度は、６月上旬から７月中旬にかけて、

各地区の農業専門委員と大阪市農業担当職員が
農地を巡回いたしました。適切な管理がなされ
ていなかった農地につきましては、今秋、再度
パトロールに伺います。ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

おめでとうございます！

＜産業功労者・農林水産関係＞

農業

西野 孝仁 氏
（東住吉区）

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/keizaisenryaku/0000438786.html
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・詳しくは、本市ホームページをご覧ください。
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平成30年6月27日、「都市農地の貸借の円滑
化に関する法律」が公布され、9月中に施行され
る予定です。
借り手が都市農業の機能・役割を発揮するこ

となどを盛り込んだ「事業計画」を作成し、市
長の認定を受けることにより、農地法第17条の
法定更新の適用を受けることなく、農地を賃貸
借することができるようになり、貸借期間終了
後は所有者に農地が返還されることとなります。
また、市民農園として農地を借りる場合は、

「特定都市農地貸付け」の仕組みにより、地方
公共団体、ＪＡ以外の者であっても、所有者か
ら生産緑地を直接借りて市民農園を運営できる
ようになります。
なお、平成30年度税制改正で生産緑地を貸し

ても相続税納税猶予が継続される仕組みが創設
されています。

都市農地貸借円滑化法
が成立しました

８.１調査
を実施します

大阪市では、毎年、所
有されている自作地や耕
作地(小作地)などの状況に
ついて、調査を行ってい
ます。
各農家の方へ申告書を

郵送しておりますので、

８月31日までにご提出を
お願いします。

お申し込みは
大阪市経済戦略局
産業振興課(農業担当)まで

◆毎週金曜日発行（月４回）
◆購読料（送料、税込み）

年額８，４００円
月額 ７００円

経営とくらしに役立つ農業総合専門紙

本紙面に関するお問合せは、
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課（農業担当） 電話 ０６－６６１５－３７５１ まで

農業者年金・６つのポイント！
① 農業者なら広く加入できる
② 少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出
型の年金

③ 保険料は自由に選択できる
④ 終身年金（80歳前に亡くなった場合には死亡
一時金あり）

⑤ 税制面で大きな優遇
⑥ 保険料の国庫補助 （※要件あり）

～農業者年金加入のごあんない～
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